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流域の概要・現状

流域概要

木曽川・長良川・揖斐川は幹川流路延長516km、流域面積9,100k㎡の我が国有数の大河川。
流域市町村には、約292万人の人々が生活しており、この地域の産業・経済・社会・文化の発展の基盤を築いてきた。

木曽川・長良川・揖斐川の流域図

徳山ダム

木曽川水系連絡導水路

木曽川水系連絡導水路



これまでの経緯

●平成20年3月 事業着手

●平成21年5月 名古屋市長が導水路事業から撤退する方向で検討すると表明

●平成22年9月 国土交通大臣から中部地方整備局と（独）水資源機構に対し、導水路
事業の妥当性の検証が指示され、以降関係者による検証を開始
(※現在も継続中)

●平成23年4月 「第１回検討の場」が開催

●令和 5年 2月 名古屋市が新用途についての提案を挙げ、建設容認の方針を示す

●令和 6年 3月 検討の場（第８回幹事会）において検証による総合的な評価を行い、
対応方針の素案として現計画が最も有利であるとし、事業費の増額
（890億円⇒2,270億円）、事業期間12年程度が提示される
※会議結果は新聞等で報道あり

●令和 6年 5月 「第２回検討の場」において、幹事会で示された素案が了承される
※会議結果は新聞等で報道あり



事業の目的及び計画内容

(1)事業の目的
木曽川水系連絡導水路事業は、流水の正常な機能の維持及び水道用水及び工業用水の供給

を目的としている。

(2)計画内容
<流水の正常な機能の維持>

平成６年に発生したような異常渇水時において、徳山ダムに確保されている4,000万立法
メートルの水を木曽川等に導水し、河川環境の改善のための流量を確保する。

<水道用水及び工業用水の供給>(三重県該当なし)
徳山ダムに確保されている愛知県の水道用水、名古屋市の水道用水、工業用水を導水する。



三重県への効果 流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）

平成6年相当の異常渇水時に、河川環境の保全のために必要な流量が確保されると
ともに、取水制限日数が短縮されます。

平成6年異常渇水時の被害状況
・木曽川の取水制限の実績 166日間
・三重県の被害

工業…操業短縮等により約150億円の被害が発生
農業等…農林水産物に約10億円の被害が発生

シジミへい死に関する状況

出典:国土交通省資料

河床が露出
（平成６年渇水時）

通常時

異常渇水時

流水方向

流水方向
出典:国土交通省資料

導水路整備
による効果



木曽川水系連絡導水路事業に伴う負担割合および負担額

億円●負担額

●負担割合

用途別 国 三重県 岐阜県 愛知県 名古屋市

流水の正常な機能の維持

治水（65.5%）
45.9% 1.5% 3.3% 14.8% ―

利水（34.5%） ― ― ― 20.9% 13.6%

合 計 45.9% 1.5% 3.3% 35.7% 13.6%

国 三重県 岐阜県 愛知県 名古屋市

現計画
（総事業費８９０億円）

409 13 29 318 121

変更計画
（総事業費２，２７０億円）

1,042 34 75 810 309

増減額 +633 +21 +46 +492 +188

●費用対効果（計画変更後）

Ｂ／Ｃ＝１．３



事業費・事業期間の見直し

〇事業費については、社会情勢の変化に伴う物価・労務費上昇や、消費税率の引上げ等の
理由により、見直す必要が生じた。

〇事業期間については、働き方改革に基づく労働条件を考慮した適正な期間の確保等により、
見直す必要が生じた。

変 更 内 容

◆建設に要する費用の変更
約８９０億円 → 約２，２７０億円 （約１，３８０億円増)

（内訳）Ⅰ 社会的要因の変化等によるもの 約 ９０８億円
Ⅱ 現場条件の変更等によるもの 約 ２４６億円
Ⅲ 将来の不確実性への対応 約 ２００億円
Ⅳ その他 約 ２６億円

◆事業期間の変更
働き方改革に基づく労働条件を考慮した適正な期間の確保等
10年 → 12年程度（2年程度延伸）



事業費の変更内訳 中部地方整備局作成資料



主な変更内容（社会的要因の変化） 中部地方整備局作成資料



今後の予定

●令和６年５～６月 学識経験者、関係住民からの意見聴取

●令和６年６～７月 地方公共団体の長、関係利水者からの意見聴取

●令和６年７月末 事業評価監視委員会での審議（ダム検証終了）


